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　なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額
に相当する額を合算した額となります。

　算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生し

　なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に
相当する額を合算した額を 365 で割った額となります。


